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相談者の気持ち

　暮らしの
 法律
Q&A

第 回

債権回収業者から未成年の孫宛てに請求書が届きました。問い合わせる
と、5年前に救急外来を受診した料金が未納だと言われました。孫の両
親は離婚しており、親権者である母親は3年前に家出し行方が分かりま
せん。孫や私に支払いの義務はありますか？

未成年者への債権請求
誰に支払い義務がある？
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結論からいえば、「孫」や祖父母
である「私」に支払いの義務はない、
と思います。設問のように「誰に支
払義務があるのか？」という問題
では、そもそも誰と誰の間の契約

なのか、という点を考えるのがコツです。契約
関係にあるからこそ、その契約を結んだ当事者
に支払義務がある、となるからです。

なお、ここで「契約」というのは、必ずしも契
約書を作成してそれに署名・捺

なつ

印
いん

した場合に限
りません。口頭だけでの契約（約束）もあれば、
口頭での明確な約束すらない場合もあります。
むしろ、私たちの通常の社会生活では、こうし
た例のほうが圧倒的に多いでしょう。

さて、孫が医療機関との間で、単独で、救急
医療をお願いするという契約をしたのでしょう
か。この点を検討するには、まず、受診したと
いう孫の年齢から考えましょう。

現時点で「未成年の孫」ですから、18歳未満と
いうことになります。その孫の5年前の受診で
すから、受診時には13歳未満だったことになり
ます。救急外来ということですから、初診の際に
親が同行していなかった可能性はありますね。
緊急事態で、親の同意がなく、救急車で医療機関
に運ばれた可能性はあります。しかし、13歳未
満の孫本人が医療機関と単独で受診の契約を結

ぶ同意能力はないと考えられます（医療行為の
同意能力は一般的に15歳程度とされている）。

そこで、明示的かどうかはともかく、親と医
療機関との間での「診断と治療」を依頼する契約
であったとみるべきです。医療機関も、まさか
13歳未満の子ども本人に料金を支払ってもらう
つもりで医療行為をしたわけでないことは明ら
かだと思います。このような次第なので、支払
義務があるのは親（親権者）であり、孫や祖父母
ではない、という結論になります。

なお、次の2点を補足しておきます。
1つは、未成年者の契約取消権です。判断力

が十分でない未成年者が結んだ契約は、親など
の法定代理人が取り消すことができます。取り
消せば契約がなかったことになりますので、代
金支払い義務は生じません。しかし本稿では、未
成年者の契約そのものが成立していない、成立
しているのは親との間、という観点から説明し
ました。そのほうが実態に近いと思うからです。

もう1つは、仮に請求権があるとしても、消
滅時効にかかっていないか、という点です。民
法166条1項では、債権者が権利を行使できる
ことを知った時から5年経過するか、権利を行
使することができる時から10 年経過すれば時
効が消滅するとしています。契約日と請求を受
けた日付を確認してみるのも一考でしょう。
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